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区
分

区　
　
　
　

域

区
分

区　
　
　
　

域

第
一
地
区

（
略
）

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
二
地
区

（
略
）

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
五
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に

掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地
区

（
略
）

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

第
四
地
区

削
除

第
四
地
区

区
域
令
別
表
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
地
区
の

区
域

第
五
地
区

（
略
）

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区

の
区
域

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号　
　
　
　
　
　

、
第
二
十
七
号

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号

及
び
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

及
び
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地
区

（
略
）

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域
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第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
八
号
、　

第
四
十
六
号
及
び
第
四
十

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
五
号
か
ら
第
四
十

七
号　
　

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
九
地
区

（
略
）

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
六
号

、
第
五
十
七
号
及
び
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地
区

（
略
）

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
及
び
第
六

十
八
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地

（
略
）

第
十
一
地

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域

第
十
二
地

（
略
）

第
十
二
地

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
四
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


